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８月２０日（水）東部（国府町コミュニティーセンター）、２１日（木）中部（北条農村環境改善セン

ター）、西部（大山町大山支所）にて、鳥獣害対策研修会を開催しました。参加者は、東部６６名、中部

５１名、西部４３名でした。 

鳥取県農林水産部農業振興局 鳥獣害対策課 前田真吾農林技師からイノシシ・シカ対策に係る侵入防

止柵と題して、お話していただきました。なお、当日の研修会資料については、鳥取県農地・水・環

境保全協議会のホームページに掲載しております。

多面的機能支払交付金ポイント 
１．資源向上（共同活動） 鳥獣害防止柵の設置、補修に交付金が充当できます。 

２．資源向上（長寿命化） 集落の合意の下に、管理している水路・農道等の施設の長寿命化のため

の活動が図られたことが原則で、鳥獣害防止柵の補修に交付金が充当で

きます。 

 今年度も鳥取県内の優良な活動を実施している活動組織を表彰する「協議会会長表彰」を行う予定

です。活動組織からの自薦も可能ですので、まずは市町村担当者へお問合せください。 
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若桜町内の２８集落（既集落組織５、新規集落２３）
は広域活動組織への参加に同意し、8月２８日に町保
健センターに於いて、設立総会が開催されました。 

広域活動組織「若桜多面広域協定」は、令和７年度
から５年間の認定期間、対象面積を 173ha（田：
152ha、畑：26ha）として、多面的機能支払交付金
に取り組むことになりました。 

また、もう1つの広域活動組織「高野地域資源保全
会」（既集落組織１、新規集落組織2）も新たに設立さ
れ、この２つの広域活動組織を合わせると２００ha
（田：174ha、畑 26ha）となり、町全域をほぼカバ
ーすることになります。 

同時に設立された中山間直払の広域協定である『若
桜中山間広域協定』と併せて広域で活動することにより、農業者の高齢化・担い手不足が進展する中
で、農地維持及び地域農業の推進に向けた取り組みを一層強化されています。 

Ｑ．複数の市町村に跨って多面活動を実施することができますか。 

Ａ．複数の市町村に跨って多面活動を実施することはできます。その際は、それぞれの市町村の促進計画
に基づいて１つの事業計画（及び活動計画書）を作成し、それぞれの市町村へ申請及び認定を受ける
必要があります。なお、それぞれの市町村の対象農用地面積を区分して明らかになるよう留意する必
要があります。 

Ｑ．長寿命化工事において、工事１件当たり200万円以上の活動を実施することはできますか。 

Ａ．原則 200万円以上の工事は、他事業の活用を検討することになっていますが、200万円以上の工事

実施の場合には、予め「長寿命化整備計画書」を市町村に提出し認定を受けるとともに、他事業で実

施しない合理的理由を整理しておく必要があります。なお、同一路線でかつ連続する工事箇所に係る

長寿命化について、工事を年度ごとに分割して発注したとしても工事１件に該当しますので、このよ

うな場合は「長寿命化整備計画書」の作成が必要になります。 

多面交付金に関するご質問・お尋ね等は各市町村担当者又は下記までお願いします。 

問  合  先 電話番号 

東 部 

鳥取県農地・水保全課 
鳥取県東部農林事務所地域整備課 
水土里ネットとっとり(協議会事務局) 

0857-26-7336
0857-20-3570
0857-38-9500

中 部 
鳥取県中部総合事務所農林局地域整備課 

水土里ネットとっとり倉吉事務所 

0858-23-3172

0858-47-0055

西 部 
鳥取県西部総合事務所農林局地域整備課 

水土里ネットとっとり米子事務所 

0859-31-9673

0859-32-9710

協議会HP 

若桜町が広域活動組織『若桜多面広域協定』を設立

ご存知ですか？ 

URL:https://www.totiren
gogonet.or.jp/kyogikai/ 


